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1. そもそも助成金とは

©笑み社会保険労務士法人 無断転載不可

①今後、法律や制度として義務化していくことを広く周
知して、それを一足早く着手してくれた企業に報奨とし
て支給 （例:65歳超雇用推進助成金等）

➁経済や雇用状況の危機的状況に対して、応急的に
対処するために支給（例:雇用調整助成金等）

➂国の施策や方針に対して積極的に取り組む企業を支
援するために支給（例:働き方改革推進支援助成金等）
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1．返済不要1．返済不要
助成金は国から貰えるお金のことで、要件を満たして受給

をすれば、返済の必要がないという大きなメリットがあります。

2．知らないともらえない2．知らないともらえない

世の中には数多くの助成金がありますが、国や自治体からの連絡は
ありません。
会社自身で要件に当てはまるかどうかを確認し、申請するしかないの
です。
そのため常に助成金の最新情報をチェックしておく必要があります。

3．申請期限に厳しい3．申請期限に厳しい

申請期限を過ぎての申請は一切受け付けられま
せん。
例えば教育研修や制度導入に関する助成金は、実施前に計画
申請が必要となり、事前に書類を提出していないと申請できませ

ん。

1. そもそも助成金とは

©笑み社会保険労務士法人 無断転載不可



助成金活用のポイント
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助成金を活用するには、

①助成金に自社が該当するのかを確認する

②助成金の要件を満たす

③期限までに申請する

以上の3点が助成金を活用する際のポイントとなります！

1. そもそも助成金とは

©笑み社会保険労務士法人 無断転載不可



どんな会社が助成金を貰えるのか

１. 労働保険（労災保険・雇用保険）社会保険（健康保険・厚生年金保険）に加入し、保
険料の滞納をしていない。

２. 就業規則、教育訓練カリキュラムと、その訓練を着実に行う会社の文書化した決まりを
作るか、作ろうとしている。

３. 雇用契約書または労働条件通知書があり、採用・退社事務をしっかり行っている。
４. 法定3帳簿、タイムカード（出勤簿）・賃金台帳・労働者名簿がある。
５. 労働時間は、原則1日8時間・1週間40時間以内で、時間外手当（残業代）を法律（原

則1.25倍）厳守で、タイムカード通りに支払っている。
6. 助成金申請で要求される要件について、会社に事務能力（書類作成、制度の実行、

保存、検証する意欲と知識）がある 。
7. 申請する助成金の目的と、会社の方針が合っていて、社員に対してムリをせず、賛

同している。
8. 原則として同じ人、同じ施策に2つ以上の助成金を適用しない。

4©笑み社会保険労務士法人 無断転載不可

1. そもそも助成金とは



5©笑み社会保険労務士法人 無断転載不可

2. 解雇した場合（会社都合の退職）の不支給

① 解雇があった場合には、雇用保険の適用事業所単位で考えます。全社で雇用
保険適用事業所番号がひとつであれば、全社に影響しますし、例えば、支店ごとに
適用事業所番号を別々にも持っていれば、支店単位であり、全社に影響しません。

➁ 雇い入れ系の助成金は、原則として解雇者を出して前後６ヵ月は対象者がいて
も不支給となります。（キャリアアップ 正社員転換 :転換日の前日から起算して６か
月前の日から１年を経過する日までの間）

➂ 雇用調整助成金の場合は、解雇者のみが対象外となるだけですので、他の対
象者が不支給となることや、全社に影響が及ぶといったことはありません。

④懲戒解雇は、離職票提出時に、ハローワークで懲戒解雇であると確認されれば、
最終的には、会社都合扱いとはなりませんので、助成金でのペナルティーはありませ

ん。よって、懲戒解雇をしたからという理由で不支給とはなりません。
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3.今年度生産性を向上させた企業は労働関係助成金が割増されます

☑ 生産性要件（生産性の向上が認められる場合）とは？

©笑み社会保険労務士法人 無断転載不可

助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が・・・
・その３年前に比べて６％以上伸びていることまたは、
・その３年前に比べて１％以上（６％未満）伸びていること
（金融機関から一定の「事業性評価」を得ていること）

医療法人、学校法人、個人事業主、公益法人、社会福祉法人は、分子に入れら
れる独自の基準がある。その他、上の科目に入れられれば、独自のものでもいい。

生産性を増やすには・・・分子を増やすことが重要
人数が増えても、分子が増えないと、生産性は上がらない。

当初に比べて、たいていの場合、
別表1＋P/L、B/S＋一般管理費内訳＋製造原価報告書で済む。
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4. 今年度の改正で、何が行われたのか

©笑み社会保険労務士法人 無断転載不可

政治・・・雇用保険の財政ジリ貧であるが、新政策で伸ばすものもあり。キーワードは訓
練、キャリアアップ、賃上げ、労働移動。
当局・・・助成金は「不正なきよう、迅速慎重」。AI化・RPA化も進める。増やした職員を
調査に回す。変化と保守はやや混乱。

雇調金等・・・特例6月まで。最高限度額と率は減る。↓
人開金・・・予算減るが「新しい資本主義」ITはじめ推奨。↓
人確金・・・大ナタ振るわれ、残りも厳格化ゆるめず。↓
キャリアアップ・・・これも厳格化。↓
両立支援・・・男性も育児も厳格化↓
働き方改革推進支援・・・横ばい→
65歳超・・・やや厳格化。↓
中途採用・・・廃止以外は横ばい↓
トライアル・・・コロナ採用、労働移動シフトで多少アップ。↑
特開金・・・「新しい資本主義」で伸び、他は横ばい↑
健康系・・・副業などが微増→
建設系・・・一部廃止。システムで新助成金→
・廃止になる助成金１１つ。新規は５つ。
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4. 今年度の改正で、何が行われたのか

©笑み社会保険労務士法人 無断転載不可

縮小傾向。おカネがない！
出ない助成金は廃止！そうでなくても厳格化
頼みの綱はポストコロナ「新しい資本主義」

令和３年補正は「新しい資本主義」、令和４年度予算は減る。
雇調金以外教育訓練次いで両立支援。働き方改革、電子化は
相変わらず。ただ既存も絞る傾向。
昨年度も不正事件多かった。
雇調金等特例はコロナ次第。
他の助成金は、変化が激しいもの、そのままのもの、2極分化。
期日や条件の厳しいものが多くなる。
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事業主のニーズと対象となる助成金

A.  入社して暫く(研修期間中)は、社員の
能力や実力を見極めたい。そして、その後に
処遇を考えたい。

B. 当社で高齢になっても経験を活かして、
やりがいをもって働き続けてほしい。

65歳超雇用推進助成金

キャリアアップ助成金
(正社員化コース)

©笑み社会保険労務士法人 無断転載不可

4.どんな時に使えるの？

C. 生産性に繋がる設備を導入して、労務
管理も整備していきたい。

働き方改革推進支援助成金
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５. 雇用調整助成金など雇用調整系

©笑み社会保険労務士法人 無断転載不可

雇調金の特例は６月末まで。なかなか伸びない出向。
労働移動はアップ。コロナ離職向け。

雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金
特例措置は６月末まで。それ以降「リーマンショック時の水準」に。最高限度額
と支給率以外は要件復活しない。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金：これも6月まで変わらず。
財務内容は今のところ見られない。雇調金がダメになった会社のバックアップ
に使用可能。

産業雇用安定助成金：比較的減り具合は少ない。出向先も面倒を見る、独立
性が緩くなった、雇用量要件、生産量要件が相変わらず。

労働移動支援助成金早期雇入れ支援コース
労働移動支援助成金再就職支援コースは変わらず
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５. 雇用調整助成金など雇用調整系

©笑み社会保険労務士法人 無断転載不可
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6. キャリアアップ助成金

©笑み社会保険労務士法人 無断転載不可

正社員化は依然最大助成金だが、「定義」の見直しが始まった！
諸手当制度、賃金規定等共通化コースなど削られる。

短時間労働者労働時間延長コースは伸びる。

・正社員化コース
有期⇒無期の区分を廃止します。昨年12月に追加された研修加算は続き、「人への投資」として
の加算が加わります。一方令和4年10月から以下の厳格化が適用になります。正規非正規はこ
れまでは会社内で決めた定義でよかったものが・・・
○正社員の定義：「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限られます。
○非正規社員の定義：賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の
適用を受けている、つまり非正規社員就業規則の適用が必須になります。

・賞与・退職金制度等共通化コース
昨年度は諸手当制度共通化コース助成金と健康診断制度コース助成金を統合したのですが、今
度は健診もなくなって、諸制度も賞与と退職金だけになり、名称が変わります。また対象労働者（
2人目以降）に係る加算（1人あたり1.2～1.8万円）を廃止します。

・選択的適用拡大導入時処遇改善コース
新たな社会保険加入者の賃金増額の助成金です。令和3年度で拡張しましたが、令和4年度は
変わらず、9月までの時限措置で予定通り令和4年9月いっぱいで廃止です。
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6. キャリアアップ助成金 正社員化のポイント

©笑み社会保険労務士法人 無断転載不可

賞与か昇給の規程、重要なのは・・・
☆「原則として支給する、行う」は必ず入れて、規程化する。
☆「“支給しないことがある“の理由」・・・降職や評価、業績悪化など、客観的基準。主
観的な「会社の考え」は×。
☆「期日」・・・いつやるのか？をハッキリと。1年1回でもいい。

【賞与規定例】
（賞与）
第○条 会社は、毎年７月１日（休日の時は直後の営業日）に、本人の勤務態度、人
事評価の結果、会社業績の将来への見通し等を総合的に勘案して、賞与額を決定し
、支給する。
ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由により、支給時期を延期し
、又は支給しないことがある。賞与の支給の対象者は、支給対象期間の全期間に在
籍し、賞与の支給日にも在籍している社員とする。

（支給対象期間）
第○条 賞与の支給対象期間は次のとおりとする。
支給対象期間１月１日より６月３０日まで
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6. キャリアアップ助成金 賞与・退職金等共通化コース

©笑み社会保険労務士法人 無断転載不可

キャリアアップ助成金諸手当制度共通化コースの対象を以下のように改める。
加算も廃止。

○賞与、退職金は対象

×家族手当、住宅手当、 健康診断制度は廃止

どんな賞与？
☆基本必ず支給と書いておく。
☆支給しない理由・・・降職や評価は○、
業績悪化は×
☆「期日」・・・いつやるのか？ハッキリと。

どんな退職金制度？
☆積立金のあるような退職金。
⇒添付書類に必要。

非正規労働者のみの規
定を実施するもので可。
正社員化との共通化は

必須でない
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7. 教育訓練系

©笑み社会保険労務士法人 無断転載不可

教育・研修を行えばもらえる助成金

施設・講師要件、対象労働者、カリキュラムなどに変更⇒ハードルが高くなる。

・特定訓練コース：対象事業主の要件としてセルフ・キャリアドックに係る措置
の規定を追加し、助成率の引き上げは廃止です。また、認定実習併用職業訓
練におけるOJT 実施助成額について、１人１時間当たりの助成額から１人１
訓練当たりの助成額（９～２０万円）に改めます。ただし、デジタル人材の育成
を図るための高率助成が新設されます。また、若年人材育成については、雇
用保険に入って5年以内の労働者に変更になります。

・人への投資促進コース：「新しい資本主義」政策において、ヒトへの投資を強
化するため、デジタル人材の育成や自発的能力開発、定額制訓練などへの助
成を行うものです。

・特別育成訓練コース：キャリアアップ助成金正社員化コースと合わせて
コロナ特例で2カ月～の訓練で昇格可能です。
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7. 教育訓練系 細かく厳格化

©笑み社会保険労務士法人 無断転載不可
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8. 働き方改革推進支援助成金

©笑み社会保険労務士法人 無断転載不可

インターバルもテレワークも時短も変わらず。
ただし「売り切れ」は反省している。当局は予算を増やすより、

窓口の厳格化で乗り切ろうとしている。

予算微減。

労働時間適正管理推
進コースは倍額にUP。
その他は現状維持。

ただし人件費も含め、「
おカネを使わなければ
支給されない」構造は
続く。

社労士は申請と就業規
則コンサル両方はダメ
、も続く。
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8. 働き方改革推進支援助成金

©笑み社会保険労務士法人 無断転載不可

機器選び

繊維工業：約２倍の速度で作業を進めることができる検針器、工業用ミシン

印刷業：操作が簡単な箔押器を増設。

鉄鋼業：クレーン運転士資格の取得のために教習効率化、学科試験を受講。
タイムカードで行っていた労働時間管理について、ICタイムレコーダー導入

生産用機械器具製造業：クラウド式の勤怠管理システムの導入。時間外労働削減に向けたコンサ
ルティングを実施し、改善を図るとともに、働き方改革の必要性や労働時間管理についての研修を
行う。新型成型機の導入。

輸送用機械器具製造業：働き方改革の必要性や労働時間管理についての研修を実施

情報通信機械器具製造業、介護業、サービス業：外部専門家に依頼し、時間外労働削減に向けた
コンサルティングを実施。勤怠システムを導入。

宿泊業：棚を集約することで収納の効率化、導線の効率化を図るため、ビュッフェ台の下部に収納
棚を整備した。

教育・学習支援業：塾生の情報を管理するシステムの導入を行った。
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9. 65歳超雇用推進助成金

©笑み社会保険労務士法人 無断転載不可
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10. 育児・介護系

©笑み社会保険労務士法人 無断転載不可

両立支援はかつて「出す」助成金でした。しかし、ただ使われない
ものは廃止。制度の整備が求められます。

・両立支援等助成金出生時両立支援コース
支給額（20万円へ）は減って、3年越しの成果支給が新設されます。全般に長丁場の
助成金になります。また、引継ぎに伴う業務の見直しや雇用環境整備の措置の数が増
えるなどの厳格化があります。

・両立支援等助成金不妊治療両立支援コース
要件に不妊治療の支援に関する方針を示し、労働者への周知が加わります。また、長
期休暇の加算については、１事業主あたり5人だったのが、１人までの支給に限ること
になります。

・両立支援等助成金育児休業等支援コース
職場支援加算がなくなり、代替要員加算は残ります。
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11. 経産省系補助金との兼ね合い

©笑み社会保険労務士法人 無断転載不可

原則：同じもの、同じヒト、同じ対象に助成金・補助金の2重取りは許さない。
ただ、同じ会社で別のもの、別なヒト、別な要件なら認められる場合がある。

★事業復活支援金・・・売り上げ減少への給付金
⇒雇調金OK ！：雇用と事業そのもので対象が違う。

★ものづくり補助金・・・革新的製品への設備投資
⇒働き方改革推進支援助成金：同じものには×

★持続化補助金・・・経営計画に基づく販路開拓や賃上げ
⇒業務改善助成金等：賃上げは同じ人には×

★IT導入補助金・・・ITツールの導入補助
⇒働き方改革推進支援助成金：同じものには×

★事業承継・引継ぎ補助金・・・事業承継の設備投資
⇒働き方改革推進支援助成金：同じものには×

★事業再構築補助金・・・機械装置などの経費
⇒働き方改革推進支援助成金：同じものには×


